
関係医療機関の方へ 

 

平成２６年７月１日の生活保護法改正に伴い生活保護法指定医療機関制度が

見直されました。 

 

１． 指定医療機関の指定要件及び指定取消要件の明確化 

（ア）指定の要件（改正法第４９条の２） 

下記のいずれかに該当するときは、指定医療機関として指定されません。 

・当該申請にかかる医療機関が健康保険法に規定する保険医療機関または 

保険薬局ではないとき。 

・申請者が、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を 

受けることがなくなるまでの者であるとき。 

・申請者が、指定医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算 

して５年を経過しない者であるとき。 

     ・その他。 

 

（イ）指定の取消要件（改正法第５１条） 

    下記のいずれかに該当するときは、その指定が取消され、又は期間を定めて 

    その指定の全部もしくは一部の効力を停止される場合があります。 

・指定医療機関が、健康保険法に規定する保険医療機関または保険薬局 

でなくなったとき。 

・指定医療機関の開設者または管理者が、禁固以上の刑に処せられたとき。 

・指定医療機関の診療報酬の請求に関し不正があったとき。 

・その他。 

 

２． 指定の有効期間（更新制）の導入（改正法第４９条の３） 

（ア）指定医療機関の指定更新 

  指定医療機関は、６年ごとに指定更新を受けなければ、期間の経過によってその 

効力を失います。 

   

（イ）指定更新のみなし 

   指定医療機関の指定を受けた日から、当該開設者である医師もしくは薬剤師、また 

   はその家族のみが診療もしくは調剤に従事しているものについては、その指定の効 

力を失う日（指定を受けた日から６年後の同日）の６か月から３か月前日までに別 

段の申し出がないときは、更新の申請があったものとみなされます。当該医療機関 

に該当する場合は、指定更新は必要ありません。 

   （上記については、健康保険法第６８条第２項において指定の更新申請があった 



    ものとみなされる医療機関等が該当します。） 

 

３． 不適切な事案への対応の強化 

（ア）過去の不正事案への対応（改正法第５４条） 

  指定医療機関の開設者であった者等についても報告徴収や検査等の対象となり 

ます。 

 

（イ）不正利得の徴収金（改正法第７８条） 

   偽りその他不正な手段により医療の給付に要する費用の支弁を受けた指定医療 

   機関は、その返還するべき額のほか、１００分の４０を乗じて得た額以下の金額 

   が徴収される場合があります。 

 

４． 指定事務にかかる留意事項（生活保護法の一部を改正する法律附則第５条） 

（ア）平成２６年６月３０日以前に旧法による指定を受けていた医療機関 

平成２６年６月３０日以前に旧法の指定を受けていた指定医療機関は、平成２６年 

７月１日付で改正法第４９条に基づく指定を受けたものとみなされ、１年以内（平 

成２７年６月３０日まで）に改正法に基づく指定申請を既にしていただいています。 

     なお、指定更新については、以下の書類を一宮市福祉部生活福祉課生活福祉グ 

  ループまで提出してください。 

 

➀指定・指定更新申請書 

➁誓約書（改正法第４９条の２第２項第２号から第９号までに規定する指定の 

    欠格事由に該当しないことを誓約する書類） 

 

 

（イ）平成２６年７月１日以降に一宮市で新たに指定申請を行う医療機関 

   指定を受けようとする医療機関の開設者は、以下の書類を一宮市福祉部生活福祉 

   課生活福祉グループまで提出してください。 

 

➀指定・指定更新申請書 

➁誓約書（改正法第４９条の２第２項第２号から第９号までに規定する指定の 

    欠格事由に該当しないことを誓約する書類） 

     

    申請書及び誓約書の書式は、一宮市のホームページからダウンロードできます。 


